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緒　　　言
　傷病者に対して，発生現場から医療機関に到
着するまでの間に行う医療を「病院前医療」と
いい，適切な病院前医療を実現するためには，
医学的な質を保障するための「メディカルコン
トロール」が重要となる。本邦におけるメディ
カルコントロールは，主に消防機関の救急救命
士が実施する医療行為に主眼を置いて2000年頃

から発展してきたが，近年その対象は搬送先医
療機関の選定，さらには地域包括ケアシステム
との連携にまで及び，防衛省自衛隊においても
制度として取り入れられている。本稿において
は，メディカルコントロールの歴史を踏まえて
その概念を解説し，海上自衛隊におけるメディ
カルコントロール体制について紹介する。
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　要旨：病院前医療の提供にあたり，医学的にその質を保障し，傷病者の利益・安全を追求す
る仕組みをメディカルコントロールという。本邦においては，主に消防機関の救急救命士が現
場で実施する医療行為に主眼を置いて発展してきたものであり，体制整備や教育などの「事前
のオフラインメディカルコントロール」，現場で活動中の救急隊員などに対して医師が指示・
指導・助言を行う「オンラインメディカルコントロール」，事後検証により個人と次の体制整
備に還元する「事後のオフラインメディカルコントロール」の 3相から構成される。海上自衛
隊においては，2007年にメディカルコントロール協議会を設置し，2011年からメディカルコン
トロール体制の運用を開始した。救急救命士が実施する救急救命処置に加え，看護師・准看護
師が洋上の艦艇において使用する医薬品について規定していることが特徴である。メディカル
コントロールは常に進化を続けるべきシステムであり，病院前医療にかかわる全ての人々が協
力して，育てていく必要がある。

　索引用語：　　　メディカルコントロール　　／　　病院前医療　　／　　救急救命士　　
／　　衛生員　　／　　海上自衛隊
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メディカルコントロールの歴史
₁ ．米国における病院前医療
　傷病者の搬送が救急隊などの専門チームに
よって行われるのは，今や当たり前のことであ
るが，本邦のメディカルコントロールが手本と
した米国においても，1960年代初頭まで傷病者
の搬送は葬儀社によって行われていた 1）。1966
年，連邦高速道路安全法において救急搬送シス
テムの採用が謳われ 2），Emergency Medical 
Technician（EMT）と呼ばれる救急隊員の制度
化が始まった1, 3）。1970年頃からは一部の地域
において，より高度な医療処置を行う「パラメ
ディック」の運用が始まり2, 4），1973年に救急
医療サービスシステム法が成立 5）して以降，
パラメディックの標準的教育カリキュラムが連
邦レベルで制度化されることとなった。このよ
うな中，先進的な地域において「メディカルコ
ントロール」と称して，パラメディックに対す
る指示，助言体制，救急活動の検証・監査，そ
れらを円滑に実施するための会議体の設置な
ど，質の管理を目指す取り組みが始まった 4）。
以後，パラメディックの教育や，現場滞在時間
の延長などの課題が議論される中で6, 7），傷病
者の転帰向上には強力なメディカルコントロー
ルが必要である 7）こと，メディカルコントロー
ルは事前，オンライン指示，事後の 3相で構築
するものであることが，強調されるようになっ
た 6）。1970年代後半からメディカルコントロー
ルを地域で制度化する動きが徐々に進んだもの
の8, 9），全米に広がるにはさらに時間を要し，
たとえばカリフォルニア州法に救急医療サービ
スが記載されたのは1980年のことである10）。
1982年にアメリカ救急医協会の救急医療サービ
ス委員会が発出した文書11）において，メディ
カルコントロールとそれに関与する医師の資質
にも記載が及んだ。また，強いメディカルコン
トロールの重要性が繰り返し強調され3, 12, 13），
傷病者の最終転帰を指標として救急医療サービ
スを評価する必要があること，行政，消防，救
急，医師その他の人々が結集して取り組むこと
が大切であること，とくに医師の積極的な関与
が必須である，という認識2, 14）が徐々に広まっ
ていった。1980年代終盤になると，メディカル
コントロールを基盤として病院前医療を検証す

る取り組みが一般的となり15, 16），プロトコルの
活用によりオンライン指示を安全に削減する方
策16-19）や指示医の教育20），パラメディックのみ
ならずＥＭＴを対象とするメディカルコント
ロールの強化21）など，様々な視点で議論，検
討が行われるようになった。現在米国のパラメ
ディックは，地域によって差があるが，輪状甲
状靭帯切開や胸腔穿刺といった外科的処置，30
種類以上の薬剤使用を現場で実施している 1）。
「メディカルコントロールに完成形はなく，今
後の変化も予期できない」という考え方22）は
米国におけるメディカルコントロールの歴史を
端的に表現しているといえる。
₂ ．本邦における病院前医療
　本邦における病院前医療の主役は消防救急で
ある。しかしながら発足当初の消防救急は高度
成長期に激増した交通事故などによる外傷傷病
者を対象としたものであり，消防法が定めると
ころの救急業務は「事故等による傷病者を『搬
送』すること」に限定されていた23）。1978年，
「救急隊員による応急処置等の基準」が消防庁
告示として制定され24），135時間の教育課程を
修了した救急隊員は，酸素吸入，外出血の止
血，骨折部分の固定などを実施することとされ
たが，法律上の根拠は不明確であった。1986
年，消防法が改正され，「その他の事由による
傷病者」として外傷以外の急病人も正式に搬送
の対象となった。合わせて「傷病者が医師の管
理下に置かれるまでの間において，緊急やむを
得ないものとして，応急の手当てを行うこと」
が救急業務に加えられ，病院前医療が法律上の
根拠をもって実施されることとなった。現在，
250時間の教育課程を修了した救急隊員が現場
で行う観察・処置として，血圧測定，聴診，血
中酸素飽和度測定，鉗子・吸引器による異物除
去などが規定されている24）。1991年，救急救命
士法が成立し，医師の指示の下に救急救命処置
を行うことを業とする「救急救命士」が誕生し
た。当時，救急救命士が実施することができた
救急救命処置は，自動体外式除細動器を用いた
除細動，心肺停止患者に対する器具を用いた気
道確保（ラリンジアルマスクなどの声門上デバ
イスに限る）および静脈路確保のための輸液で
あり，いずれも電話などによる医師のリアルタ
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イムでの指示（具体的指示）を必要としたが，
以後，本邦における病院前医療の高度化が本格
化することとなる。
　2000年 5月，救急救命士による気管挿管など
業務の拡大が議論される中，厚生省（当時）の
設置した「病院前救護体制のあり方に関する検
討委員会」がまとめた報告書において，メディ
カルコントロール体制構築の必要性，体制構築
に関わる予算措置の必要性，都道府県単位およ
び地域単位でのメディカルコントロール協議会
設置の必要性が指摘され25），また2001年 3月，
消防庁の設置した「救急業務高度化推進委員会」
の報告書において，メディカルコントロールに
必要な制度や組織について取りまとめがなされ
た26）。これらをうけて2001年 7月，消防庁救急
救助課長通知「救急業務高度化の推進につい
て」27）と厚労省医政局指導課長通知「病院前
救護体制の確立について」28）が同時に発出され，
病院前におけるメディカルコントロールが制度
として開始された。以後，メディカルコント
ロール体制の下で，救急救命士による業務の拡
大が進むことになる（表 1）。
　さらに近年のメディカルコントロールは，市
民が使用するAED，119番通報を受けた通信指
令員と通報者のやりとり，ドクターカーやドク
ターヘリなどによる医師の現場投入による病院
前診療，搬送先医療機関の調整に資する情報管
理，地域包括ケアシステムとの連携までをも包
含し，病院前医療全体の質を管理するための基
盤として位置づけられようとしている29, 30）。

メディカルコントロールの概念と構成要素
　病院前医療におけるメディカルコントロール
とは，病院前医療の提供にあたり，医学的にそ
の質を保障し，傷病者の利益・安全を追求する
仕組みであり，事前のオフラインメディカルコ
ントロール，オンラインメディカルコントロー
ル，事後のオフラインメディカルコントロール
の 3相から構成される31）。また，これらの仕組
みを運用するためにメディカルコントロール協
議会が組織される。
₁ ． 事前のオフラインメディカルコントロー

ル：傷病者に対応する前の段階
1 ）プロトコルの策定
　 　病院前医療において，本来医師が行うべき
医療行為の一部を現場の救急救命士などに委
ねる場合，どのような状況で何を行うか
（行ってはいけないか）が明確となるよう，
観察，処置および搬送先医療機関の選定など
を医学的見地に基づいてあらかじめ標準化し
て文書としたものが「プロトコル」である。
プロトコルは医師から救急救命士などに対す
る事前指示であるので，「包括的指示」すな
わち電話などによる医師からの直接的な指示
（具体的指示）がなくとも実施してよい内容
に関する指示については，特に明確に記載し
ておく必要がある。一方，救急救命士の実施
する静脈路確保や薬剤投与など，実施にあ
たってその都度電話などによる医師からの
「具体的指示」が必要とされている処置につ
いても，何をもって具体的指示を仰ぐことと
するのか，指示要請の基準をプロトコルの中
で明示しておく必要がある。心肺停止前の輸

表１．救急救命士による救急救命処置の拡大

2003年　　・包括的指示下での除細動
2004年　　・心肺機能停止患者に対する気管挿管
2006年　　・心肺機能停止患者に対するエピネフリンの投与
2009年　　・自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフ

リンの投与（アナフィラキシーショック等）
2014年　　・心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及

び輸液
　　　　　・血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖液の投与
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液等に関するプロトコルの一例32）を図 1に
示す。
2）教育の実施
　 　プロトコルは，救急救命士などを教育する
際の基盤でもある33）。質の高い病院前医療を
実現するためには，現場の救急救命士などは
もちろん，具体的指示を出す立場にある医師
もプロトコルに精通している必要があり，適
切に知識・技能を習得させる必要がある。教
育の実施にあたっては，想定（シナリオ）を
付与してのシミュレーション訓練が一般的で
あるが，単にプロトコルを暗記させ，その通
りにできた，できなかった，というような結
果の評価に終始する訓練ではなく，なぜその
ような行動をとったのかという「判断の根
拠」について振り返り，観察や処置の意味を
吟味させることで，プロトコルへの理解が深
まる33）。より効果的な教育の実施を目指し，
現場での経験に加え，教育技法などに関する
研修を修了した救急救命士を「指導救命士」
して都道府県メディカルコントロール協議会
が認定して活用する試みも広がりつつある30）。

₂ ． オンラインメディカルコントロール：傷病
者に対応中の段階

　救急現場で活動している救急救命士などに対
し，医師が電話などを用いて，指示・指導・助

言を行う体制をいう31）。救急救命士が行う救急
救命処置のうち，医師による具体的指示の下で
の実施が義務付けられているものを特定行為と
いい，オンラインメディカルコントロールの主
軸は特定行為を実施するための具体的指示とい
うことになる。そのほか，プロトコルの適応や
観察結果の判断，搬送先医療機関の選定に迷う
場合などに指導・助言を仰ぐことも多い30）。
₃ ． 事後のオフラインメディカルコントロール：

傷病者に対応した後の段階
　現場活動の記録を元に医学的な検証を行うこ
とを事後検証とよぶ。事後検証に資するため，
病院前で行った活動について救急救命士などが
記録する「活動記録票」と検証を行った医師が
記載する「事後検証票」を一体化した専用の様
式を地域のメディカルコントロール協議会で定
め，使用することが一般的である32）（図 2）。
事後検証の結果は救急救命士などに還元し，次
の活動に生かす。すなわち質の管理というメディ
カルコントロールの意義に照らせば，事後検証

図２．救急活動記録票・検証票の１例
文献 32）より引用　　　

図１．「心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確
保および輸液」プロトコルの 1例

　　　文献32）より引用改変
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こそが，その根幹を成すものといえる30, 34, 35）。
検証結果を個人にフィードバックする作業を繰
り返すことにより，指導回数が減少，現場活動
時間が短縮し，現場活動の質が向上することが
報告されている34）。また事後検証結果は個人の
みならずシステムにも還元されるべきものであ
る31）。搬送先医療機関の確保，搬送先決定に関
わる方策の検討，それらに資する情報の集約，
資機材の整備状況など，対象地域の病院前医療
に関する情報を継続的に収集して課題を抽出
し，制度の設計やプロトコルの改変，教育内容
に反映させる30）。すなわちメディカルコント
ロールのPDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクル
を回すことによって，常に「質」を高めてゆく
ことが大切である31）。
₄ ．メディカルコントロール協議会
　以上のような体制を構築し，メディカルコン
トロールに関する緒課題を議論，解決，実行す
るための組織がメディカルコントロール協議会
である。消防救急においては，都道府県レベル
（47か所）および地域レベル（251か所36））で，
消防機関，医療機関，行政からなるメディカル
コントロール協議会が設置されている。著者ら
の施設の所在する埼玉県の場合，埼玉県メディ
カルコントロール協議会の下に 6つの地域メ
ディカルコントロール協議会がおかれ，そのう
ちの一つである埼玉県西部第一地域メディカル
コントロール協議会は，埼玉西部消防局管内
（所沢市，飯能市，狭山市，入間市，日高市）
および埼玉県南西部消防本部管内（朝霞市，志
木市，和光市，新座市）を担当している。協議
会では地域の実情に合わせてプロトコルを作成
し，救急救命士を対象とした教育研修などを継
続的に行っている。防衛医科大学校病院はその
中核医療機関として，救急救命士の病院実習を

受け入れており，救急隊指導委員として委嘱さ
れた病院所属の医師が，プロトコル研修や事後
事例検討会での教育，事後検証などを実施して
いる33, 37-39）。

海上自衛隊におけるメディカルコントロール
₁ ．海上自衛隊の特性
　海上自衛隊における病院前医療は，基地内で
発生した傷病者に対して救急車で現場に向かっ
て行う場合，洋上の艦艇で発生した傷病者に対
応する場合，救難用航空機で洋上や島嶼から傷
病者を収容し搬送する場合など，多彩な環境下
で行われる。特に洋上の艦艇については，海外
への長期航海などを除いて通常医官（医師）は
乗り組んでいないため，衛生員と呼ばれる看護
師または准看護師（以下「看護師等」）の資格
を有する隊員（一部は救急救命士との重複資格
保有者）が病院前医療の担い手となる。洋上に
おける病院前医療では，現場から医療機関への
搬送を前提とした消防救急に比べ，艦艇から医
療機関へ搬送すべきか否かの判断が必要となる
こと，搬送する場合も状況によっては数時間か
ら数日を要し，その間は現場で医療を継続する
必要があることなど，非常に複雑かつ高度な対
応が求められる。すなわち，その質の担保のた
めに，メディカルコントロールを必要とする背
景を平時から有していたといえる40, 41）。しかし
ながら看護師等である衛生員が医官不在の現場
で実施できる処置，医療の範疇については従来
明確でなく，生涯教育についてもさまざまな試
行錯誤が重ねられてきた42）。表 2にメディカル
コントロールの観点から俯瞰した，2003年当時
における海上自衛隊の病院前医療体制を示す。
プロトコルの策定と検証体制の確立が急務で
あった。

表２．海上自衛隊における病院前医療体制（2003年当時）

事前のMC 救急資機材，医薬品の整備 規定あり

プロトコル 規定なし

教育 一部で規定あり

オンラインMC 対応中の衛生員に対する支援 一部で規定あり

事後のMC 検証とフィードバック 適宜個別に実施
（ＭＣ：メディカルコントロール）
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₂ ．海上自衛隊のメディカルコントロール体制
　2003年，消防救急の救急救命士に，メディカ
ルコントロール体制の下，包括的指示下での除
細動が認められたことをきっかけとして，海上
自衛隊においてもメディカルコントロールに関
する検討が開始された。2007年 3月，海上自衛
隊メディカルコントロール協議会が設置され43），
以降メディカルコントロールに関する議論が制
度の中で深まり，2011年10月，メディカルコン
トロール体制の運用が開始された40, 44-47）。
　海上自衛隊の衛生員が病院前で実施する医療
関連行為は，傷病者の観察，簡単な処置（止血，
創洗浄，被覆，副木固定など）や看護のほか，
表 3のとおりである。静脈路確保と薬剤投与に
関しては，看護師等が医師の指示の下に行う診
療の補助として一般的なものであることから，
プロトコルに関する教育を受けたのち，救急救
命士と同様に認められている。一方，器具を用
いた気道確保については看護師等に対する通常
の教育だけでは実施させることが困難であるた
め，実施者が救急救命士に限定されている。ま
た海上自衛隊では救急救命士が実施する救急救
命処置に加え，洋上の艦艇で使用する医薬品に
ついて規定している48, 49）ことが特徴である。洋
上の艦艇における医薬品使用は，船員法の規定
に基づく「衛生担当者による適当な救急措置
（船員労働安全衛生規則）」，および「船舶への
医薬品その他の衛生用品の備え付け（船員法施
行規則）」を根拠とした医薬品の使用に準じて
整備された制度であり，防衛省においては防衛
省職員の健康管理に関する訓令を根拠としてい
る50, 51）。なお，船員法の該当部分は自衛隊員に
ついては適応除外とされている（自衛隊法第
108条）。職員の健康管理を企図した制度である

ため，看護師等による医薬品の使用は洋上にあ
る艦艇においてのみ，対象は防衛省職員に限ら
れる。すなわち，演習中に乗艦してきた他国の
軍人や体験航海で乗艦中の隊員家族，一般市民
は対象とならない。
　また防衛省では「緊急救命行為に関する訓
令」52）に基づき，任務遂行中の隊員が，銃器，
爆発，その他の武器により負傷した場合に，准
看護師かつ救急救命士の資格を有し所定の教育
を終了して認定を受けた隊員（第一線救護衛生
員）が，気道閉塞に対する輪状甲状靭帯穿刺切
開などの高度な医療処置（緊急救命行為）を行
う制度が設けられ，海上自衛隊においても教官
要員の教育を2017年から陸上自衛隊衛生学校に
委託して開始しているところであるが，本稿に
おいては詳述しない。
₃ ．事前のオフラインメディカルコントロール
1 ）プロトコルの策定
　 　海上自衛隊では表 3の医療関連行為に対応
してプロトコルを策定している48, 49）。基本プ
ロトコル（図 3）は，全ての傷病者への対応
の基本となるもので，各種プロトコルの位置
づけについても概観することができる。除細
動と特定行為に関するプロトコルは，消防救
急で採用されているものと比べて大きな差異
はなない。海上自衛隊に特有のものとして，
直ちには搬送できない状況について記載があ
る。洋上の艦艇における医薬品使用に関して
は，包括的指示で使用できる薬剤30種類が規
定されており，症候プロトコル（ 7種類。頭
痛，胸痛，腰背部痛，腹痛，発熱，咽頭痛／
喉頭痛，呼吸器症状），および医薬品プロト
コルに基づいて使用される。それぞれの例を
図 4に示す。

表３．海上自衛隊の衛生員が病院前で実施する医療関連行為

内容（対象） 実施できる衛生員
ＡＥＤを用いた除細動 すべての衛生員
声門上デバイスによる気道確保（心停止） 救急救命士
気管挿管(心停止) 認定救急救命士
静脈路確保・アドレナリン投与（心停止） 看護師等，救急救命士
静脈路確保・輸液（心停止前） 看護師等，救急救命士
ブドウ糖投与（低血糖発作） 看護師等，救急救命士
洋上の艦艇における医薬品の使用 看護師等
緊急救命行為 第一線救護衛生員
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図４B．医薬品プロトコルの例「タイレノール A®」

図３．基本プロトコル

図４A．症候プロトコルの例「頭痛」
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2 ）教育の実施
　 　プロトコルに基づいた病院前医療を，資格
と配置に応じて適切に実施できるよう，海自
メディカルコントロール（ＭＣ）講習として，
ＭＣ基本講習，ＭＣ艦艇講習，ＭＣ継続講
習，ＭＣ指導者講習が定められている。また，
心肺蘇生法講習（Immediate Cardiac Life 
Support, ICLS），病院前外傷講習（Japan 
Prehospital Trauma Evaluation and Care, 
JPTEC）などの病院前救護にかかわる各種講
習をMC関連講習と位置づけ，参加（受講ま
たは指導）を推奨するとともに，海上自衛隊
においても定期的に開催している。また海上
自衛隊の衛生員は病院前医療に関して 2年間
で35項目の技能評価を受けることとされてお
り，艦艇乗り組みの衛生員は年間80時間の病
院実習（または救急車同乗研修）が義務付け
られている。各部隊等の長は，衛生員にメ
ディカルコントロールに関する教育及び訓練
機会を提供する責務を負う45, 48, 49, 53-55）。

₄ ．オンラインメディカルコントロール
　傷病者対応中の衛生員に対して医官又は歯科
医官が直接指示（具体的指示），指導，助言を
行う体制。オンラインの指示（直接指示）は，

近傍の部隊，自衛隊病院など，いずれの医官等
に要請してもよいが，自衛隊横須賀病院では，
直接指示の要請に対して常に応需できる体制を
維持している。また，各部隊等の長は，速やか
に直接指示を要請することができるよう，通信
基盤等の整備，要請先の確認を行うこととされ
ている45, 47, 56）。
₅ ．事後のオフラインメディカルコントロール
　直接指示を要請した症例の転帰は，直接指示
を行った医官，上級司令部の医務担当者，担当
警備区の衛生隊長の間で，速やかに共有され
る。また，以下の①～⑤のいずれかに該当する
症例は，事後検証の対象となる45, 47, 56）。①現場
から病院到着までの間に心肺停止が一度でも確
認された症例。②救急搬送され（搬送手段を問
わない），入院または死亡した症例。③後送の
ために部隊の行動を変更した症例。④航空機を
用いて後送した症例。⑤関係する医官等が必要
と認めた症例。
　海上自衛隊メディカルコントロール協議会で
は，事例の検証と協議会での議論を踏まえ，必
要に応じて制度やプロトコルの修正，教育体制
の変更を行ってきた（表 4）。根拠となる法令
などの改正，海上自衛隊における環境の変化，

表４．海上自衛隊メディカルコントロール体制の変更

2011.10 ・海自メディカルコントロール体制の運用開始

2012. 4 ・洋上における医薬品使用の運用開始

2013. 4 ・ プロトコルの追加・改変（亜硝酸剤の追加，総合感冒薬の投与日数を変更）：事後検証結果を契機に施行

2014. 6 ・ プロトコルの追加（血糖測定とブドウ糖液投与，心停止前の輸液）：救急救命法施行規則の改正を契機に
施行

2015. 4 ・ メディカルコントロール講習の改変：プロトコルの追加により，補講のみでは対応が十分にとれなくなっ
たことを契機に施行
・ プロトコルの修正（腹痛プロトコルに妊娠検査の実施を考慮する旨を追記）：女性隊員の艦艇乗り組みの
増加に対応して施行

2016. 4 ・ メディカルコントロールの運用要領の改訂（通報・報告要領の変更，病院前医療実施記録の書式変更，
検証対象の追加）：協議会での議論を契機に施行

2018. 4 ・ 自衛艦に搭載する医薬品に「ヘルペスウイルス等に対する抗ウイルス剤」を追加：事後検証結果を契機
に追加
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事後検証結果に基づく課題の抽出，メディカル
コントロール協議会での議論などを踏まえ，制
度としてPDCAサイクルを回すことで，病院前
医療の質の維持向上を行っている。
₆ ．課題と展望
　米国のパラメディック制度はベトナム戦争か
ら帰還した衛生兵によって全国的に広がった1）。
一方，海上自衛隊は消防救急や民間船舶に倣っ
てメディカルコントロール体制を整備してき
た。しかし，海上自衛隊の艦艇においては，任
務の特性上無線が使用できなかったり，医療機
関に速やかに搬送することができない状況が平
時から頻繁に生じうる。現行の体制においては，
医師の直接指示が必要な処置も多く，外科的な
処置が必要な創傷や皮下膿瘍への対応は不可能
なことから，任務環境を踏まえて，より適切な
病院前医療が実施できる体制を引き続き検討す
る必要がある。米海軍においてはCorpsmanと
呼ばれる海軍独自の資格を保有した衛生兵が，
軍医の監督下（彼らは「Supervise」と表現して
いる）で定められた医療関連行為を実施しており，
上級資格であるIndependent Duty Corpsmanは，
注射薬を含む薬剤の使用，外科的気道確保，胸
腔穿刺，局所麻酔，創傷のデブリドメント，縫
合，膿瘍切開など，救急とプライマリケアに必
要となる処置を文字通り軍医から“Independent”
して，実施できるよう教育されている57）。直ち
に参考にはできないものの，隊員の命を守るた
めに何が必要か，真摯に議論する必要がある。

結　　　言
　メディカルコントロールは病院前医療を適切
に実施するための基盤である。制度に基づいて
教育を実施し，傷病者への対応を医師の指示の
下で適切に行い，事後に検証することで，次の
体制への制度設計に反映させる。メディカルコ
ントロールは常に進化を続けるべきシステムで
あり，病院前医療にかかわるすべの人々が協力
して，育てていく必要がある。
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Medical control of prehospital medical care
〜 the history, the concept and the efforts in Japan Maritime Self Defense 
Force 〜
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　Abstract: Medical control is a system which ensures the quality of pre-hospital medical care by 
providing clinical suggestions or medical advices to emergency medical technicians (EMTs) who 
treat the first aids to the injured or sick people. Medical control has been developed in Japan since 
1978, based upon medical practices which the emergency life-saving technicians do in the Fire 
Department in the field. Medical control consists of 3 major components as follows; (1) 
Prospective offline medical control, (2) Online medical control which contains doctor’s 
instructions, guidances, and advices for active prehospital care providers, and (3) Retrospective 
offline medical control which provides instructive feedback to both individual prehospital 
providers and medical control system itself. 
　The Maritime Self-Defense Forces established the Medical Control Council in 2007, and 
initiated to operate the medical control system in 2001. In addition, the system defines the strict 
medical regulations which nurses and associate nurses observe during navigation on the 
battleship as well as emergency life-saving procedures which EMTs do. Medical control plays 
such an important key role that we, all medical personnel, have to cooperate and evolve the 
system itself constantly for the future.

　Key words:　　 medical control　　／　　prehospital care　　／　　emergency medical 
technician　　／　　medic　　／　　Japan Maritime Self-Defense Force


